
介護情報基盤の整備

令和８年４月１日施行
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介護情報基盤の整備

全体の概念図①
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介護情報基盤の整備

全体の概念図②
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・介護保険基盤の情報の閲覧に関する利用者の包括的な同意の小金井市による取得は、

令和８年４月１日から要介護認定の申請時に行います。

・すでに要介護・要支援認定を受け介護サービス利用中の方は、居宅介護支援事業所や

介護保険施設等でも包括同意の取得ができます。
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介護情報基盤の整備

介護事業所

・ケアマネジャーや介護事業所の職員が要介護認定に必要な情報
や、ケアプラン作成に必要な情報などをタイムリーに確認でき
ます。

・介護に関する情報が効率化されることで本来的な業務に集中で
きるようになり、利用者にさらに寄り添ったサービスを提供で
きます。

医療機関

・主治医意見書や請求書などをオンラインで扱えるようになり、印刷・
郵送の手間やコストが削減されます。

・居宅療養管理指導などに必要な情報が連携され、現場でスピーディに
確認し、対応できるようになります。

・ケアプランやLIFE情報の一部などを通じて、患者さまの状態をより細
やかに把握できるため、気づきにつながります。

利用者

・健康保険証等の情報と同様にマイナポータル上で介護保険証等
の情報を確認できるようになります。

・介護保険証や各種書類などの紛失の心配が減り、災害や緊急時
においても安心です。

・事業所における市町村間や事業所間での情報連携により、より
質の向上した介護サービスが利用できます。

市町村

・書類等の交付や要介護認定申請などの際、印刷・発行・郵送などの業
務が軽減されます。

・介護事業所や医療機関が、必要な情報を自ら確認できるようになるた
め問い合わせへの対応が軽減されます。

・将来的に、ケアプランやLIFE情報の一部などの情報を共有することに
より、地域全体の傾向を深く知ることができ、その情報をふまえた施
策立案がしやすくなります。 5



介護情報基盤の整備

介護情報基盤利用開始時期

・マイナポータルや介護保険資格確認等WEBサービスを通じて、情報を参照・閲覧するた

めには保険者である自治体の介護保険システムと介護情報基盤がデータ連携を行えてい

る必要があります。

・全国の市区町村は、本格運用開始日である令和１０年４月１日までに介護情報基盤の利

用を開始することを目指すこととされています。

小金井市の介護情報基盤のデータ連携開始日（利用開始日）は

令和９年２月２５日から（予定）
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